
森林経営管理法改正の概要

 「森林経営管理制度」は、森林所有者自らが森林の経営管理を行えない場合に、市町村が経営管理の委託を受け、

林業経営者に再委託することや市町村が自ら管理することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を進める制度。

 令和７年５月に森林経営管理法を改正し、地域の関係者の話し合いによって森林の集積・集約化を進める

新たな仕組みの創設や、手続き要件緩和などの市町村の事務負担の軽減等を措置。
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■ 新たな仕組み：集約化構想制度の新設

■ 市町村の事務負担の軽減


